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花園小学校ＰＴＡ  

定期総会資料  



令和７年度 花園小学校ＰＴＡ定期総会議案 

 

 

   第１号議案 令和６年度事業報告に関する件 

 

   第２号議案 令和６年度決算報告並びに監査報告に関する件 

 

    第３号議案 令和６年度給食決算報告に関する件 

 

   第４号議案 令和７年度役員承認に関する件 

 

   第５号議案 令和７年度事業計画案に関する件 

 

   第６号議案 令和７年度予算案に関する件 

 



代表委員会（本部役員） 学年委員会 厚生委員会 広報委員会 校外指導委員会

◎全体委員会（3/19実施） ◎全体委員会（3/19実施） ◎全体委員会（3/1９実施） ◎全体委員会（3/1９実施） ◎全体委員会（3/1９実施）

〇理事内定者会議（第１回理事会）（4/5実施） 〇第1回学年委員会（3/19） 〇第１回厚生委員会(3/19） 〇第1回広報委員会(3/19) ○第１回校外指導委員会（3/19）

◎授業参観駐車場係（4/17,18,19） ◎授業参観駐車場係（4/17,18,19） 5/28昼C 6/3夜D/4昼AB 6/18昼B

◎ＰＴＡ総会（5/１） ◎ＰＴＡ総会（5/１） ◎ＰＴＡ総会（5/１） 〇第2回広報委員会(4/5) ◎ＰＴＡ総会（5/１）

●市PTA連合会総会（5/10） ◎ＰＴＡ総会（5/１）

◎運動会協力（5/25） ◎運動会協力（5/25） ◎運動会協力（5/25） ◎運動会協力（5/25） ◎運動会協力（5/25）

◎第1回資源回収（6/3～10) ◎第1回資源回収（6/3～10) 〇第３回広報委員会･リーダー会議(5/7)

◎第1回あいさつ運動（6/3） ◎第1回あいさつ運動（6/4） ◎第1回あいさつ運動（6/5） 〇第181号花園っ子編集作業（5・6月) ◎第1回あいさつ運動（6/7）

〇図書寄贈(6月発注）○児童の熱中症対策　 〇第1回美化活動(6/21) ◎第1回あいさつ運動（6/6）

◎学校公開（フリー参観）協力(7/6) ◎学校公開（フリー参観）協力(7/6)

●市P連第1回家庭教育委員会(7/11） 〇第１回学校保健委員会（7/12） 〇危険個所看板見回り（５月）

□交通安全教室協力［母の会］（4/25）

◇深谷七夕まつり合同街頭巡視（7/６） 〇第1回学校保健委員会報告(７/18紙面) 〇初稿作業(7/22) □交通安全母の会総会（５/２３）

◇青少年健全育成会総会（5/24）

〇第2回理事会（8/2）

●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20）

◇子供安全・安心パトロール（8/）

◎第2回あいさつ運動（9/2） ◎第2回あいさつ運動（9/3） ◎第2回あいさつ運動（9/4） ◎第2回あいさつ運動（9/5） 〇下校指導(8/29）

〇図書寄贈(９/5） 〇給食試食会（11/20） 〇第181号花園っ子発行（10/1） ◎第2回あいさつ運動（9/6）

〇第3回理事会（11/12） 〇第２回美化活動（９/20） 〇第182号花園っ子企画会議（9/17）

◎授業参観駐車場係(12/4,5,6) ◎授業参観駐車場係（12/4,5,6) 〇第182号花園っ子編集作業（11・12月）

●市Ｐ連情報交換会（9/19） 〇持久走大会撮影(11/29 )

●市P連第2回家庭教育委員会(9/19) 〇第４回広報委員会(12/)

●市P連家庭教育講演会（11/10） 〇初稿作業(12/)

●市P連第3回家庭教育委員会（11/10） 〇親善運動会撮影（10/１）

●市Ｐ連市内小中広報誌展示会（/） 〇親善サッカー大会撮影(11/26)

△深谷市渋沢学フォーラム(11/12) △深谷市渋沢学フォーラム(11/12) △深谷市渋沢学フォーラム(11/12) △深谷市渋沢学フォーラム(11/12) △深谷市渋沢学フォーラム(11/12)

△深谷ふれあい人権ｾﾐﾅｰ（11/16） ○クラブ風景撮影(11/12)

●市Ｐ連家庭教育講演会(11/10) ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/10) ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/10) ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/10)

◎第3回あいさつ運動(1/20) ◎第3回あいさつ運動(1/14) ◎第3回あいさつ運動(1/15) ◎第3回あいさつ運動(1/16) 〇下校指導(1/9）
〇図書寄贈(/）◎入学説明会及び次年度委員選出（2/7） 〇第2回学年委員会（1/14） ◎第3回あいさつ運動(1/17)

◎授業参観駐車場係（2/19,20,21） ◎授業参観駐車場係（2/19,20,21） 〇第３回美化活動（１/2４） 〇第2回校外指導委員会（2/7）

◎授業参観及び次年度委員選出（2/19,20,21） ◎授業参観及び次年度委員選出（2/19,20,21） 〇第2回学校保健委員会（1/30） ◎授業参観及び次年度委員選出（2/19,20,21） 〇新1年下校班編成（2/7）

◎第2回資源回収(3/3～10) ◎第2回資源回収(3/3～10) 〇第2回厚生委員会(1/30)

〇第4回理事会(2/25) 〇令和７年度資源回収手配 ◎授業参観及び次年度委員選出（2/19,20,21） 〇令和７年度通学班編成

〇第182号花園っ子発行（3/1） 〇令和７年度登校指導日作成

　　　　　　　　 〇転・退任される先生方への原稿依頼（3月）

〇本部役員予定者選出・会計監査(3/27) □交通安全講習会[母の会]（1/22）

      ◎花園小学校事業　〇各委員会事業　●深谷市PTA連合会事業　◇花園地区青少年健全育成会事業　□交通安全母の会事業　△深谷市教育委員会

令和６年度  花園小学校ＰＴＡ事業報告
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役   員 氏   名 児童名 学級等
顧問 清水 栄一 優李 ２ʷ2
参与 雨宮 大地 校⾧
会⾧ 加藤 巨人 愛喜 ２ʷ2

   戸塚 亮 仁菜 ２ʷ3
中島 稔 皇晴 ３ʷ2

伊藤 健太 光希 ２ʷ3
小野 彩香 朝陽 ４ʷ2

黒澤 佳小里 壮平 ４ʷ1
南山 麗子 瑛蘭 ２ʷ3
齋藤 望美 漣亮 ３ʷ3
矢部 純史 教頭

理  事
役 員 委員会 氏   名 児童名 学級

学年 清水 紗也香 萌愛 ６ʷ3
厚生 高荷 佑貴 里々愛 １ʷ1
広報 大田 綾香 美麗 ４ʷ1
校外 大村 久実 龍誠 ６ʷ1
学年 齊藤 美香 咲希 ６ʷ4

岩村 沙矢香 玲花 ３ʷ2
厚生 安部 陽子 達稀 １ʷ3

池上 侑里 灯里 ５ʷ3
広報 三石 美季 結那 １ʷ4

荒舩 絵理 美蘭 １ʷ1
校外 酒井 麻衣 陽真 ５ʷ4

野邉 令子 真央 ５ʷ3

幹  事
氏   名 児童名 学級
石田 美穂 歩夢 ４ʷ1
小林 知香 昊生 １ʷ4
磯田 路絵 茉侑 １ʷ3
内田 裕子 瑛斗 １ʷ4

石渡 江理加 樹輝 ２ʷ2
関野 理恵 糸 １ʷ4

監   事
氏   名 児童名 学級

四ツ井 裕明 琥大郎 ３ʷ4

栗原 徹 舷太 ５ʷ2

事 務 局
氏   名 児童名 学級

大工廻 朝晴 担当教諭

氏   名 児童名 学級

宮島 由香里 凜々香 ６ʷ3

市川 真弓 陽琉 ３ʷ3

菅原 咲希 弘騎 １ʷ3

安部 香菜 里菜 ４ʷ1

ふりがな
市P連家庭教育委員 会⾧ 加藤 巨人 かとう なおと

磯田 路絵 いそだ みちえ
内田 裕子 うちだ ゆうこ

令和７年度　花園小学校PTA役員一覧　（案）

担当委員会等

花園地区青少年健全育成会委員

副会⾧
学年委員会
厚生委員会
広報委員会

校外指導委員会

市P連家庭教育委員委員⾧
市P連家庭教育委員 副委員⾧
花園地区青少年健全育成会委員
花園地区青少年健全育成会委員

委員⾧

副委員⾧      (理事

会には参加しない)

担当委員会等

市P連家庭教育委員委員⾧
市P連家庭教育委員 副委員⾧

(

理

事

会

に

は

参

加

し

な

い

)

学年委員会相談役

厚生委員会相談役

広報委員会相談役

校外指導委員会相談役



担当副会長 小野　彩香 （幹事） 磯田 路絵

学級 委員名 児童名 学級 委員名 児童名 学級 委員名 児童名

１-４ 五十嵐 友華梨 梓 2-4 内田　侑希 光星 3-１ 松坂　文子 実莉

１-１ 石田　智美 咲楽 2-2 奥野　早紀 絢斗 3-２ 岩村　沙矢香 玲花

１-３ 三田　明子 倖輔 2-1 金井　優花 樹菜 3-４ 小林　悦子 蒼

１-２ 福本　佐和子 優和 2-3 斎藤　あや 陽太 3-３ 笠原　彩香 江真

４-２ 大島　彩佳 梨奈 5-4 野邉　絵美子 光基 6-４ 齊藤　美香 咲希

４-３ 飯野　明日香 二葉 5-3 矢端　桃香 夢叶 6-１ 吉澤　茉耶 海翔

４-１ 多葉田　一美 未来 5-2 佐藤　寿恵 綾音 6-３ 清水　紗也香 萌愛

5-1 倉橋　みゆき 聖弥 6-２ 峯　亜希 杏梨

担当副会長 黒澤 佳小里 （幹事） 内田 裕子

学級 委員名 児童名 学級 委員名 児童名 学級 委員名 児童名

１-４ 恩田　あゆ美 いろは 2-３ 島田　恵理香 悠乃 3-３ 五十嵐　未樹 新太

１-２ 小田根　暁子 実 2-４ 野邉　明子 千颯 3-１ 秋山　魚美 夢月

１-１ 高荷　佑貴 里々愛 2-１ 新井　晶子 涼介 3-２ 松本　真理子 星那

１-３ 安部　陽子 達稀 2-２ 中島　和美 知穂乃 3-４ 佐藤　愛里 彩愛

４-１ 鈴木　貴代 奏 5-３ 池上　侑里 灯里 6-３ 大塚　亜美 結翔

４-３ 宇野　恵 絢香 5-４ 平澤　麻里　 希笑 6-２ 舎利弗　美華 理音

４-２ 五十嵐　麻里子 惟人 5-１ 福本　奈美子 夏那 6-４ 増山　良子 隼斗

5-２ 笹井　まみ 澄雨 6-１  金子　麻奈美　 遥音

担当副会長 南山 麗子 （幹事） 石渡 江理加

学級 委員名 児童名 学級 委員名 児童名 学級 委員名 児童名

１-２ 木之内　麻里 愛依 2-２ 諏訪部 真奈未 葵士 3-１ 古屋　光咲 希依

１-１ 荒舩　絵理 美蘭 2-３ 飯島　由佳 千智 3-３ 山内　要 理央

１-３ 荒木　慶子 奏人 2-１ 島田　里眞 夢椛 3-４ 持田　真紀 唯愛

１-４ 三石　美季 結那 2-４ 三浦　祐美子 瑠美香 3-２ 新井　香織 愛里菜

４-２ 酒井　恵理香 里奈 5-２ 小栁　和可 蒼瑠 6-４ 今井　宏美 駿太

４-１ 大田　綾香 美麗 5-１ 小池　愛実 璃桜 6-２ 須田　亜里沙 彬夢

４-３ 持田　春奈 佑 5-４ 小又　治代 姫茉里 6-３ 髙橋　希美恵 花音

5-３ 桜井　佳世子 維仁 6-１ 新井　梢 ひより

　　◆　校外指導委員 担当副会長 齋藤 望美 （幹事） 関野 理恵

子供会名 委員名 児童名 学級 子供会名 委員名 児童名 学級

◆　学年委員

◆　厚生委員

◆　広報委員

上郷 酒井　麻衣 陽真 ５ʷ４ 小前田北 大村　久実 龍誠 ６ʷ１
中郷流れ 角田　喜和子 梨心 ４ʷ１ 河田　知枝美 葉奈 ２ʷ４
中郷ﾆｺﾆｺ 根岸　麻衣子 漸 ６ʷ４ 小前田北（緑台） 宮田　幸恵 幸來 ２ʷ２
中郷東林 佐山　愛 千紗 ４ʷ３ 近藤　亜希子 蘭 ５ʷ４

下郷 吉澤　藍 夏星 ３ʷ４ 小前田西 大島　朋美 莉桜 ３ʷ４
池田　由佳 誠太郎 ４ʷ２ 荒川 大畑　里沙 里奈 ３ʷ１

小前田上 滝澤　美保 里菜 ３ʷ１ 大澤　民野 蒼生 ４ʷ３
檜山　千春 奏多 １ʷ４ 黒田 横山　典子 碧 ５ʷ２

小前田仲 内田　淑子 葵 ５ʷ２ 笹原　智子 有紗 ５ʷ３
小前田下 井上　麻耶 美海 ４ʷ３ 永田電通 長島　真知子 怜希 ３ʷ３

佐竹　優紀 芽依 ６ʷ３ 永田弁天 野邉　令子 真央 ５ʷ３
小前田中央 宮尾　幸恵 琉愛 ５ʷ２ 北根 大澤　英里子 孝仁郎 ４ʷ３

７年度深谷市交通安全母の会会員

地区 児童名 学級

黒田 横山　典子 （ヨコヤマ　ノリコ　　） 碧 ５ʷ２

黒田 笹原　智子 （ササハラ　トモコ　　　　） 有紗 ５ʷ３

永田電通 長島　真知子 （ナガシマ　マチコ　　　　） 怜希 ３ʷ３



代表委員会（本部役員） 学年委員会 厚生委員会 広報委員会 校外指導委員会

◎全体委員会（3/1８実施） ◎全体委員会（3/1８実施） ◎全体委員会（3/1８実施） ◎全体委員会（3/1８実施） ◎全体委員会（3/1８実施）

〇理事内定者会議（第１回理事会）（4/３実施） 〇第1回学年委員会（3/1８） 〇第１回厚生委員会(3/1８） 〇第1回広報委員会(3/1８) ○第１回校外指導委員会（3/1８）

◎授業参観駐車場係（4/22，23，24） ◎授業参観駐車場係（4/22，23，24）

◎ＰＴＡ総会（5/１） ◎ＰＴＡ総会（5/１） ◎ＰＴＡ総会（5/１） 〇第2回広報委員会(4/) ◎ＰＴＡ総会（5/１）

●市PTA連合会総会（5/１０） ◎ＰＴＡ総会（5/１）

◎運動会協力（5/2４） ◎運動会協力（5/2４） ◎運動会協力（5/2４） ◎運動会協力（5/2４） ◎運動会協力（5/2４）

◎第1回資源回収（6/2～9) ◎第1回資源回収（6/2～9) 〇第３回広報委員会･リーダー会議(5/)

◎第1回あいさつ運動（6/2～6） ◎第1回あいさつ運動（6/2～6） ◎第1回あいさつ運動（6/2～6） 〇第18３号花園っ子編集作業（5・6月) ◎第1回あいさつ運動（6/2～6）

〇図書寄贈(6月発注）○児童の熱中症対策　 〇第1回美化活動(6/) ◎第1回あいさつ運動（6/2～6）

◎学校公開（フリー参観）協力(7/5) ◎学校公開（フリー参観）協力(7/5)

●市P連第1回家庭教育委員会(7/） 〇第１回学校保健委員会（7/） 〇危険個所看板見回り（５月）

●家庭教育学級（/） □交通安全教室協力［母の会］（4/１８）

◇深谷七夕まつり合同街頭巡視（7/） 〇第1回学校保健委員会報告(７/　紙面) 〇初校作業(7/) □交通安全母の会総会（５/）

◇青少年健全育成会総会（5/）

◇青少年健全育成会家庭教育学級「親の学習」(/) ◇青少年健全育成会家庭教育学級「親の学習」(/) ◇青少年健全育成会家庭教育学級「親の学習」(/) ◇青少年健全育成会家庭教育学級「親の学習」(/) ◇青少年健全育成会家庭教育学級「親の学習」(/)

△市長との意見交換会（/）

〇第2回理事会（8/５）〇花小祭り(8/23)

●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20） ●市教委・P連教育講演会（8/20）

◇子供安全・安心パトロール（8/） 〇花小祭り(8/23) 〇花小祭り(8/23) 〇花小祭り(8/23) 〇花小祭り(8/23)

△北部地区人権教育実践報告会（/）

◎第2回あいさつ運動（9/） ◎第2回あいさつ運動（9/） ◎第2回あいさつ運動（9/） ◎第2回あいさつ運動（9/） 〇下校指導(8/2８）

〇図書寄贈(９/） 〇給食試食会（11/） 〇第183号花園っ子発行（10/1） ◎第2回あいさつ運動（9/）

〇第3回理事会（11/） 〇第２回美化活動（９/） 〇第18４号花園っ子企画会議（9/） 〇「こども110番の家」確認とお願い（/）

◎授業参観駐車場係(12/3,4,5,) ◎授業参観駐車場係（12/3,4,5) 〇第18４号花園っ子編集作業（11・12月）

●市Ｐ連情報交換会（9/） 〇予定・持久走大会受付係(12/28 ) 〇持久走大会撮影(1１/28 )

●市P連第2回家庭教育委員会(9/) 〇第４回広報委員会(12/)

●市P連家庭教育講演会（11/） 〇初校作業(12/) □秋の街頭運動［母の会］（/）

●市P連第3回家庭教育委員会（11/） 〇親善運動会撮影（10/７） □高齢者施設訪問[母の会]（/）

●市Ｐ連市内小中広報誌展示会（/） 〇親善サッカー大会撮影(11/) □冬の街頭運動［母の会］（/）

△深谷ふれあい人権ｾﾐﾅｰ（11/） ○クラブ風景撮影(11/)

△学校・地域保健推進講演会（/） ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/) ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/) ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/) ●市Ｐ連家庭教育講演会(11/)

◎第3回あいさつ運動(1/) ◎第3回あいさつ運動(1/) ◎第3回あいさつ運動(1/) ◎第3回あいさつ運動(1/) 〇下校指導(1/9）
〇図書寄贈(/）◎入学説明会及び次年度委員選出（2/　） 〇第2回学年委員会（/） ◎第3回あいさつ運動(1/)

◎授業参観駐車場係（2/18,19,20） ◎授業参観駐車場係（2/18,19,20） 〇第３回美化活動（１/） 〇第2回校外指導委員会（/）

◎授業参観及び次年度委員選出（2/18,19,20） ◎授業参観及び次年度委員選出（2/18,19,20） 〇第2回学校保健委員会（1/） ◎授業参観及び次年度委員選出（2/18,19,20） 〇新1年下校班編成（2/）

◎第2回資源回収(3/～) ◎第2回資源回収(3/～) 〇第2回厚生委員会(/)

〇第4回理事会(2/) 〇令和8年度資源回収手配 ◎授業参観及び次年度委員選出（2/18,19,20） 〇令和8年度通学班編成

●市P連第4回家庭教育委員会(/)　 〇第184号花園っ子発行（3/1） 〇令和8年度登校指導日作成

◇青少年健全育成講演会（/） 　　　　　　　　 〇転・退任される先生方への原稿依頼（3月）

●市P連新旧会長会議(3/ )

〇本部役員予定者選出・会計監査(3/) □交通安全講習会[母の会]（1/）

      ◎花園小学校事業　〇各委員会事業　●深谷市PTA連合会事業　◇花園地区青少年健全育成会事業　□交通安全母の会事業　△深谷市教育委員会

令和７年度  花園小学校ＰＴＡ事業計画(案)
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（単位　円）

収入の部

　　　項　目 　６年度予算額 　７年度予算額 　比較（増減） 　付　記

会費 2,152,800 2,124,000 △ 28,800 3600×590(P550+T40）

繰越金 1,083,388 922,440 △ 160,948 前年度より

補助金 0 0 0

雑収入 200 500 300 利子等

　　　合　計 3,236,388 3,046,940 △ 189,448

支出の部

　　　項　目 　６年度予算額 　７年度予算額 　比較（増減） 　付　記

事務費 50,000 30,000 △ 20,000

　　　　　事務費 50,000 30,000 △ 20,000 印刷用紙、封筒、ファイル等

会議費 10,000 10,000 0

　　　　　会議費 10,000 10,000 0

事業費 620,000 590,000 △ 30,000

　　　　学年委費 30,000 20,000 △ 10,000 印刷配布等

　　　　広報委費 460,000 440,000 △ 20,000 広報紙印刷、写真代等

　　　　校外委費 80,000 80,000 0 看板作成費等

　　　　厚生委費 50,000 50,000 0 清掃用品・手袋等

学校協力費 1,980,000 1,970,000 △ 10,000

　　　　環境維持費 1,130,000 1,150,000 20,000 教育環境維持用具等

　　　　行事補助 750,000 760,000 10,000 ノート、花火、卒業記念品、鉢花代等

　　　　学校案内 50,000 20,000 △ 30,000 印刷トナー、学校ｶﾚﾝﾀﾞｰ作成代など

　　　奉仕作業等 50,000 40,000 △ 10,000 奉仕作業茶代等

役員研修費 90,000 60,000 △ 30,000

　　　　研修旅行 0 0 0 役員研修旅行補助等

　　　　連P補助 90,000 60,000 △ 30,000 市P連研修補助等

旅費 90,000 60,000 △ 30,000 役員・理事・委員出張補助等

慶弔費 70,000 60,000 △ 10,000 会員花輪、香典等

謝恩費 160,000 120,000 △ 40,000 転・退任役員、職員記念品代等

負担費 130,000 110,000 △ 20,000 ＰＴＡ団体傷害保険、連P負担金

予備費 36,388 36,940 552

合計 3,236,388 3,046,940 △ 189,448

   上記の通り、御提案いたします。

令和７年度　花園小学校ＰＴＡ会計　予算書（案）

令和７年４月１１日　　　　　　花園小学校PTA会長　　加藤　巨人　　 



令和７年度 花園小学校 PTA 事業計画（案）補足説明 

 

「図書寄贈について」 

 本年も小学校への図書寄贈を計画致しました。図書寄贈を続けることで、児童の読書習

慣形成・読書好きな子どもを増やす一助になればと思っています。 

 学校要覧にも「読書習慣の定着」とあります。学級・図書室の本の中には、古い本や読

み継がれて傷みの見られる本もあります。小学校の予算だけでは新書の購入がままな

らない状況でもあると聞いたことにより、図書寄贈の活動を行なってきています。また、

児童が率先して手を伸ばしやすい書架の設置も大切と考えています。 

 コロナ禍の状況も大分落ち着きましたが、年間を通して確実に実施出来るＰＴＡの事

業計画として図書の寄贈を行ないたいと思います。１学期は、学級とアプローチルーム

への図書寄贈の取り纏めを行ない、２学期に図書の寄贈。また、２学期のうちに、図書

室への寄贈を取り纏めて、３学期には図書室へ寄贈する計画を致しました。 

 

「児童の熱中症対策について」 

 夏の下校時、児童にとっては短い距離でも厳しい暑さなので、「花園小学校ＰＴＡとし

て、何か対策が出来ることはないか？」と１昨年より検討と対策実施をしてきました。 

 対策案として、「塩分タブレット」の配布継続を中心に考えています。配布の時期につ

いては、小学校と協議を行ない、今夏の下校時の熱中症対策を計画しています。 

 

 コロナウイルス感染拡大の状況により、事業の変更及び中止となることがあります。 

 

   

令和７年度 花園小学校 PTA 会計予算書（案）補足説明 

 

 コロナ禍も大分落ち着いてきていますが、感染予防を踏まえた PTA 活動も考慮しつつ、

コロナ禍前の PTA 会計予算も参考にして提案しています。 

 児童の学習環境を豊かにする環境維持費、行事補助の増額と執行を昨年度進めました。 

そのため、前年度繰越金額が６年度比では少なくなっています。全体的に減額した予算

額としつつ、必要な活動費は考慮した予算となっています。（前年度繰越金は、5 年度

当初より多い金額です。） 

 昨今の物価の上昇には、苦慮するものがあります。そのような状況でも、児童の環境を

維持していくことは大切と考え、環境維持費・行事補助額を維持・確保して、提案して

います。 

 



会　　長（理事会）

一　般　会　員
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花園小学校ＰＴＡ規約  

 第１章  名称と事務局  

第１条 本会は花園小学校ＰＴＡと称し、事務局を花園小学校内におく。 

 第２章  目的と事業  

第２条 本会は親と教師が協力して家庭と学校と社会における児童の健全な成長を図るこ     

とを目的とする。 

第３条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１ 学校教育の目的完遂に対する協力 

２ 家庭教育の振興 

３ 会員の教養活動と相互の親睦 

４ 地域における教育環境の改善と安全対策 

５ 校外における児童の指導 

６ 児童の教育ならびに福祉のために活動する他団体ならびに機関との協力 

７ その他本会の目的を達成するに必要と認められる事業 

 第３章  会員  

第４条 本会の会員は花園小学校に在籍する児童の保護者及び学校職員とする。 

 第４章  役員  

第５条 本会の役員は次のとおりとする。 

１ 顧問   １名              ５ 理事 

２ 会長   １名              ６ 監事    ２名 

３ 副会長  ６名以上（学校より１名）    ７ 幹事    若干名 

４ 委員                                      ８ 参与（校長）１名 

第６条 役員の任期は１か年とする。但し、留任をさまたげない。 

    補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。 

 第５章  役員の職務  

第７条 役員の職務は次の通りとする。 

１ 会長は本会を代表して会務を統括し、各種会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代表する。 

３ 委員は委員会を構成し、重要な会務を審議する。 

４ 理事は理事会を構成し、緊急を要する会務を審議決定するとともに、総会、委員会 

  の決定事項の執行にあたる。 

５ 監事は会計を監査する。 



６ 幹事は会議ならびに本会の活動に関する事務、会計をつかさどる。 

      ７ 顧問は会長の経験を生かし、助言等する。 

 第６章  役員の選出  

第８条 役員の選出は次の方法による。 

    １ 会長、副会長は会員の中から選出し、総会の承認を得る。 

    ２ 委員は会員の中から選出する。 

    ３ 理事は委員の中から互選する。 

    ４ 監事は会員の中から選出し、総会の承認を得る。 

    ５ 幹事は会長が委嘱する。 

    ６ 本会に顧問をおく。顧問は前年度会長が就任する。 

 第７章  会 議  

第 10 条 本会に次の会議をおく。 

１ 総会         ３ 全体委員会 

２ 理事会        ４ 代表委員会 

第 11 条 総会は定期総会および臨時総会とする。定期総会は、毎年１回年度の初めに開催 

し、臨時総会は、代表委員会の必要と認めた時に開催する。 

第 12 条 全体委員会、代表委員会は会長が必要と認めた時に随時開催する。 

 第８章  総 会  

第 13 条 総会は全会員で構成され、本会の最高議決機関である。 

第 14 条 総会の議事は出席者の過半数で決する。 

第 15 条 定期総会は前年度の収支決算および新役員の承認、年度の事業計画、予算の 

    審議を必ず行う。 

 第９章  組織  

第 16 条 本会を運営するため、必要に応じ専門委員会をおく。 

第 17 条 各専門委員会は正、副委員長をおく。正副委員長は委員の互選により選出する。 

第 18 条 各専門委員会には、委員会相談役をおくことができる。委員会相談役は、前年度当 

    該委員会委員長がその任につき、前年度の経験を基に委員長の相談に応じ、必要な助 

言を行う。 

 第１０章  会計  

第 19 条 本会の経費は、会費および寄付金をもってあてる。 

第 20 条 本会の会費は、年額３，６００円とする。但し、分納することができる。 

第 21 条 本会の決算は年度の業務が終わりしだい監事の監査を受ける。 

第 22 条 本会の会計年度は毎年４月１日にはじまり、翌年３月３１日に終わる。 



 第１１章  規約の改廃  

第 23 条 本規約の改廃は総会において決定する。 

 付則 

第１条 本規約の施行に必要な細則は代表委員会の審議を経て別に定める。 

第２条 本規約は平成８年４月２６日より施行する。 

      改正  平成１４年５月１５日 

          平成１６年５月１４日 

                    平成１８年５月１２日 

                    平成３１年４月２５日 

令和 ２年８月２７日 

           



花園小学校 PTA 細則（規約第８条関連） 

（目的） 

第１条 本細則は、PTA 規約第８条に定める役員の選出方法等について定める。 

（会員の義務） 

第２条 会員は、児童１人が在学中に１回（１年）委員または本部役員を行うものとする。 

   ただし、委員会相談役の任についたもので、その年度に該当する児童がいない 

場合、次年度以降に入学する児童 1 名について委員または本部役員就任を免除 

する。なお、特に考慮すべき事情がある場合については、事前に本会へ申し出 

て理事会の判断を仰ぐこととする。 

（会長） 

第３条 会長は、本部役員経験者から選出する。 

（副会長） 

第４条 副会長は、公募または、前年度委員から選出する。 

ただし、前年度委員長は、辞退することができるものとする。 

（委員） 

第５条 委員の選出方法は、次の通りとする。 

１ 学年委員、厚生委員、広報委員は、各学級より１名ずつ選出する。 

２ 校外指導委員は、８地区（上郷、中郷、下郷、小前田、荒川、黒田、永田、北根） 

（以下、「８地区」と言う）からそれぞれ２名以上選出する。 

ただし、上郷並びに北根地区は、家庭数を配慮し地区の話し合いの結果として１ 

名ないし２名となることはやむを得ないものとする。また、他の地区についても 

会務と地区の実情を考慮して、選出人数を決めるものとする。 

（委員定数） 

第６条 各委員の定数は、次の通りとする。 

１ 学年委員、厚生委員、広報委員の定数は、学級数とする。 

２ 校外指導委員の定数は、おおむね他の委員と同数とし別表に定める。 

（理事） 

第７条 理事は、委員長とする。 

（監事） 

第８条 監事は、前年度本部役員経験者から選出する。 

（幹事） 

第９条 幹事は、公募または、前年度委員から選出する。 

ただし、前年度委員長は、辞退することができるものとする。 

（学級からの委員選出方法） 

第１０条 学級からの選出方法は、以下の通りとする。 

１ 新年度４月の学級懇談会において、当該年度の委員を３名選出する。 

２ 学級懇談会後の全体委員会にて、正副委員長を選出する。 

３ 学級懇談会、全体委員会に欠席の場合は、委員、正・副委員長選出に係る委任状 

を提出する。 

４ PTA 総会後、各委員が確定する。 

５ 選出された委員が PTA 総会に欠席の場合は、委任状を提出する。 

６ 同じ年度に中学校 PTA の理事（正・副委員長以上）、花子連本部の理事（正・副 

委員長、監事、会計）に選出されている場合は、正・副委員長への就任は免除す 

る。 

（地区からの委員選出方法） 

第１１条 地区からの委員選出方法は、以下の通りとする。 

１ ３月末までに新年度の校外委員を選出し、本会へ報告する。 

２  新年度 4 月の全体委員会にて、正副委員長を選出する。   

３  全体委員会に欠席の場合は、正・副委員長選出に係る委任状を提出する。 



４  PTA 総会後、各委員が確定する。 

５ 選出された委員が PTA 総会に欠席の場合は、委任状を提出する。 

（継続事業の事務処理） 

第１２条  前年度から継続して事業を実施しなければならない委員会については、前年度 

          の正・副委員長が、新年度の正・副委員長が決定するまでの間、必要な事務処

理を行う。 

（他の役割とと兼務） 

第１３条  他の役割を各委員会に兼務する。 

１  学校保健委員会は、厚生委員が兼務する。 

２  交通安全母の会は校外指導委員が兼務する。 

別表 

校外指導委員の選出人数表 

地区名 上郷 中郷 下郷 小前田 荒川 黒田 永田 北根 合計 

人数  ２ ２ ２ １０ ２ ２ ２ ２ ２４ 

付則 

（施行期日） 

１  この細則は、平成２６年４月１日より施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年度の校外指導委員は、各学級から１名を選出する。８地区から地区 

選出については、平成２６年度を移行期間とし、１年間をかけて各地区と十分 

な協議を行い平成２７年度校外指導委員の選出からとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２３・2/17（金） 

中郷 校外指導委員の選出について 

・5 年度選出分以降（6 年度役員以降）中郷 3 地区より 1 人ずつ校外指導

委員を出す。（総理事いる、いないにかかわらず） 

・中郷委員より、学校、校外指導委員⾧、会⾧に伝わるようにする。 

選出済みの 4 年度委員は、このままとする。 

２０２３．３/１（水） 

中郷は、流、ニコニコ、東林の３地区から各１名とした。4 年度選出する 5

年度委員より 



花園小学校ＰＴＡ慶弔規定 

１ 会員が一ヶ月以上の入院の場合，及び重大な疾病の場合は，金５，０００円をも 

  って見舞う。 

 

２ 会員宅が，火災，地震等の災害の場合は，その軽重により協議の上善処する。 

 

３ 会員が死亡の場合は，花輪または生花一基と香料５，０００円をもって弔慰の心 

を表す。 

 

４ 児童が死亡の場合は，上記３に準じる。 

 

５ その他については，その都度協議の上善処する。 

 

６ 上記協議は，会長，幹事により行い，必要により，副会長も参加する。 

 

７ 本規定の改廃は，総会においての承認を要する。 

 

８ 本規定は，平成５年４月２２日より施行する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                


